
別紙１

資格内容一覧表

番号 名称

① 林業技士
社団法人日本森林技術協会の
定める林業士の登録を受けた者

②
林業作業士
（基幹林業作業士、林業技能
作業士を含む）

兵庫県又は財団法人兵庫県営
林緑化労働基金（林業労働力確
保支援センター）から、林業士
（基幹林業作業士、林業技能作
業士を含む）として認定された者

③ 森林整備士
社団法人兵庫県林業会議又は
兵庫県森林組合連合会から森
林整備士として認定された者

④
チェーンソー作業従事者
（特別教育）

⑤
刈払機作業従事者
（安全衛生教育）

⑥
林業架線作業主任者免許
（免許）

⑦
林業集材装置運転
（特別教育）

⑧
車両系建設機械運転
（技能講習）

⑨ 玉掛け（技能講習）

⑩ はい作業主任者（技能講習）

⑪
小型移動式クレーン運転
（技能講習）

⑫
地山の掘削作業主任者
（技能講習）

⑬ 高性能林業機械安全教育

内　　　　　　　　　容

高さ2ｍ以上のはい付け又ははいくずしの作業主任者

制限荷重1トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が1トンのクレーン、移動
式クレーンもしくはデリックの玉掛け業務

森林施業計画の作成や造林、治山、林
道の調査・設計、環境アセスメントなどの
業務を行う専門的林業技術者

地域林業におけるリーダー的作業士とし
て、森林・林業に関する総合的な知識や
技術、林業作業に必要な各種資格・免許
などを取得した者

間伐等の森林整備の知識、技術の取
得、林業労働災害防止を目的とした資格

刈払機作業の業務

機械集材装置や運材用空中ケーブルなどの設備の組立て・解体・変更・修
理及び運転などに携わる業務

機械集材装置の運転業務

機体重量3トン以上の車両系建設機械の運転業務

つり上げ荷重1トン以上5トン未満の小型移動式クレーンの運転業務

掘削面の高さが2ｍ以上になる地山の掘削作業を行う業務

チェーンソーを用いて行う立木の伐採、重心が著しく偏している立木の伐
木、かかり木の処理又は造材の業務

ﾌﾟﾛｾｯｻ等高性能林業機械を使用する業務
林内作業車（ﾌｫﾜｰﾀﾞ）の運転業務


